
 

株式会社外為どっとコム 外国為替保証金取引説明書（外貨ネクストネオ） 新旧対照表    

 

＜平成 27年 12月 26日改訂＞  

 

                                                                  （下線部は変更箇所） 

新（変更後） 旧（変更前） 

外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ) 

 

Ⅰ．（略）  

Ⅱ．(略) 

 

Ⅲ．取引説明ガイド 

1． （略） 

 

2．口座開設について 

●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっておりま

す。 

（11）お客様の個人情報（個人番号および法人番号を含む）を正確にご登録頂けること 

 

3．本人確認書類等の提出 

（１）平成 20年 3月 1日に施行されました「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（「犯収

法」）に基づき、当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底する目的で運転免許証や住民

票の写し等の本人確認書類をご提出して頂いております。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願

いいたします。 

（個人のお客様の場合） 

1. 各種健康保険証（共済組合員証は健康保険証に準じます） 

2. 運転免許証 

3. パスポート 

4. 各種年金手帳 

5. 各種福祉手帳 

6. 在留カード 

7. 特別永住者証明書 

8. 住民基本台帳カード 

9. 印鑑証明書 

10. 住民票の写し 

11. 住民票記載事項証明書 

※ご注意 

・ 1～8は有効期限内または現在有効なものをコピーしてご用意下さい。 

・ 9は作成・発行日から 6ヶ月以内の原本またはコピーをご用意下さい。 

・10～11は作成・発行日から 6ヵ月以内かつ個人番号の記載のないものをご用意ください。 

・ 上記本人確認書類は、お名前・ご住所・生年月日を確認できる書類をご用意下さい。 

 

（法人のお客様の場合） 

1. 履歴事項全部証明書もしくは登記簿謄本 

※ご注意 発行日から 6ヶ月以内の原本（コピー不可）をご用意下さい。 

2. 売買担当者の本人確認書類（上記個人のお客様の場合と同様） 

3. 代表者の本人確認書類(同上) 

外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ) 

 

Ⅰ．（略）  

Ⅱ．(略) 

 

Ⅲ．取引説明ガイド 

1． （略） 

 

2．口座開設について 

●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっておりま

す。 

（11）お客様の個人情報を正確にご登録頂けること 

 

3．本人確認書類の提出 

平成 20年 3月 1日に施行されました「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（「犯収法」）

に基づき、当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底する目的で運転免許証や住民票の

写し等の本人確認書類をご提出して頂いております。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いい

たします。 

(個人のお客様の場合) 

1. 各種健康保険証(共済組合員証は健康保険証に準じます) 

2. 運転免許証 

3. パスポート 

4. 各種年金手帳 

5. 各種福祉手帳 

6. 在留カード 

7. 特別永住者証明書 

8. 住民基本台帳カード 

9. 住民票の写し 

10. 住民票記載事項証明書 

11. 印鑑証明書 

※ご注意 

・ 1～8は有効期限内または現在有効なものをコピーしてご用意下さい。 

・ 9～11は作成・発行日から 6ヶ月以内の原本またはコピーをご用意下さい。 

（新設） 

・ 上記本人確認書類は、お名前・ご住所・生年月日を確認できる書類をご用意下さい。 

 

（法人のお客様の場合） 

1.登記簿謄本 

※ご注意 発行日から 6ヶ月以内の原本（コピー不可）をご用意下さい。 

2. 売買担当者の本人確認書類（上記個人のお客様の場合と同様） 

3. 代表者の本人確認書類(同上) 



 

以上の手続き及び以下（２）に定める手続きが完了し、所定の保証金を預託頂きますと、お取

引が可能となります。 

 

（２）個人番号について 

また、お客様がお取引を開始するにあたっては、「行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律」に基づき、当社において、先物取引に係る支払調書の作成・提

出事務等を行うため、お客様の個人番号を申告いただく必要がございます。 

※平成 27年 12月 31日以前に口座開設をされたお客様は、3年間の猶予期間がございます。 

※法人のお客様においては法人番号の申告が必要となります。 

 

 

以下省略 

以上 

以上の手続きが完了し、所定の保証金を預託頂きますとお取引が可能となります。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

以下省略 

以上 

 


